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【はじめに】 

行政が打ち出す保健施策については、「玉石混淆」の感が否めない。 

近年の施策のうち、「石」の代表は 2008 年に開始された特定健診（メタボ健診）・特定保健

指導ではなかろうか。その目指すところは、将来の医療費削減とされている。一方、生活習慣

変容を必要としている患者さんに、継続的実践を実現させることが容易でないことを、医療職

は日々の実践の中で痛感している。限定的内容にとどまる特定保健指導は、仮に短期的効

果を発揮しても、持続的効果につながるとは信じがたく、医療費削減に帰結するとは考えにく

い。 

一方、「玉」の代表は、2013 年、ヘリコバクター・ピロリの感染者を対象として、慢性萎縮性

胃炎にまで公的医療保険の適応対象が拡大されたその除菌治療と、同年、中学校 1 年生女

子を標準接種対象者として、予防接種法の定期予防接種に組み込まれた子宮頸がん予防

ワクチン（HPV ワクチン）接種であろう。後者については、副反応の問題から出端をくじかれた

状態にあるが、これらはそれぞれ、対象者に関わる胃がん、子宮頸がんの発症リスクを従来

の１/３にまで低減する。医療費削減は言うまでもなく、個人衛生の観点からも有益性が高い。 

学内の現状はどうであろうか。ヘリコバクター・ピロリの感染者率が５０％を超える 40 歳代以

上の職員は、その感染が胃がんの大きな発症リスクであることや除菌によってリスクを大幅に

軽減できることを、また、在籍する女子学生は、自らが予防接種法に基づく HPV ワクチン接

種の恩恵が及ばなかった 後の世代に属していることや、有料でも早期に任意接種を受ける

ことによって十分な効果が期待できることを、受診行動の動機となるレベルで理解しているで

あろうか。 

大学保健管理センターに求められる多岐にわたる機能の中で、保健情報発信機能は極め

て重要である。良質な情報の発信は大学構成員の生涯にわたる「Quality of Life」向上につ

ながる。「玉」も磨かなければそれこそ宝の持ち腐れである。「玉」を磨くように、丁寧な情報発

信を続けていきたい。 

さて、本学の描くグランドデザインの実現を目指して策定した中期目標・中期計画（平成 22

年度～27 年度）を実現するために、保健管理センターは平成 25 年度の年度目標を定めて

様々な事業を展開した。本書において、業績を提示し、これを点検評価のための資料とす

る。 

なお、本書の簡略化を図るために、研究活動等、その他の業績については、国立大学法

人東京外国語大学保健管理センター・ホームページに収載したのでご参照いただきたい。 

http://www.tufs.ac.jp/hoken/ 

 平 成 2 6 年 8 月 4 日  
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Ⅰ．目標と計画 



Ⅰ−１．東京外国語大学の将来構想・グランドデザイン（抜粋：保健管理

関連事項） 

2002 年 9 月 25 日評議会承認 

           2007 年 1 月改訂   

 

・・・・・地球社会化時代の未来を拓く教育研究の拠点大学をめざして・・・・・ 

 

本学学則はその第 1 条で本学の基本目的を次のように謳っている。「外国の言語とそれを基底とする

文化一般につき、理論と実際にわたり研究教授し、国際的な活動をするために必要な高い教養を与

え、言語を通して外国に関する理解を深めることを目的とする」。知のありかたや大学をめぐる状況が

急速に変化しつつある現在、この本学の基本理念を新しい時代にふさわしい形で実現していくため

に私たちは何をなすべきか。このグランドデザインはこうした問題意識にもとづき、1 年余におよぶ全

学的な議論を経て策定された。私たちは、このグランドデザインで提示されている方向性を導きの糸

としつつ、すべての知恵と力を結集して本学の将来を切り開いていかなければならない。 

 

Ｉ 拠点大学化 

１．世界諸地域の言語・文化・社会に関する高等教育の拠点 

   ２．世界諸地域の言語・文化・社会に関する学際的かつ先端的な研究拠点 

   ３．日本語教育研究の世界的な拠点 

ＩＩ 国内外の大学連携等による教育研究の高度化推進 

ＩＩＩ 国内外における社会連携の展開 

ＩＶ 豊かな学生生活の実現 

１．日本人学生と外国人学生が共学・協働する多言語・多文化交流キャンパスの実現 

２．修学・就職・保健・生活面における多元的な学生支援体制の確立 

学生相談室、グローバル・キャリア・センター、保健管理センターなどを中核として、TA

制度、オフィス･アワーなどを活用して、学生が心身ともに健全で充実した学生生活が送

れるよう、多角的・複合的な学生支援システムを整備する。とりわけ留学生については、

寄宿施設、交流施設、学生チューター制度を充実するとともに、奨学金制度を初めとする

支援体制を拡充する。また、障害を持った学生が快適な学生生活を送ることができるバリ

アフリーな環境を整備する。 

３．学生との協働による充実した教育及び学生生活の確立 

４．卒業生およびその他の修了生との内外ネットワークの強化  

Ｖ 拠点大学としての基礎整備 
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Ⅰ−２．国立大学法人東京外国語大学中期目標 平成２２年度〜２７年

度（抜粋：保健管理関連事項） 

平成 22 年 5 月 29 日文部科学大臣提示 

 

（前文）大学の基本的な目標 

国立大学法人東京外国語大学（以下、「東京外国語大学」という。）の基本的な目標は、日

本を含む世界諸地域の言語・文化・社会に関する教育と研究を通じて、地球社会における

共存・共生に寄与することにある。 

教育面では、豊かな人間性、深い思考力、鋭利な感性を養い、高度なコミュニケーション能

力、豊かな教養、広い視野を身につけ、さまざまな文化的背景を持つ世界諸地域の人々と

協働して地球的課題に取り組むことができる人材を養成する。 

研究面では、世界諸地域の言語、文化、社会について領域横断的な創造的研究を推進し、

地球社会が直面する諸問題の解明に寄与することをめざす。 

同時に、社会との連携を深め、多言語・多文化状況が急速に進む日本社会に、東京外国

語大学独自の教育研究活動の成果や知的資源、人的資源を、さまざまな方法と媒体を通じ

て還元していく。 

Ⅰ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組織 

 １ 中期目標の期間 

2010（平成 22）年 4 月から 2016（平成 28）年 3 月まで 

 ２ 教育研究上の基本組織 

東京外国語大学に外国語学部、総合国際学研究科、アジア・アフリカ言語文化研究所（以

下、「ＡＡ研」という。）を置く。 

Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

 １ 教育に関する目標 

 （１）教育内容及び教育の成果等に関する目標 

 （２）教育の実施体制等に関する目標 

 （３）学生への支援に関する目標 

学生が健全で充実した学生生活が送れるよう、学習支援、経済的支援、保健支援、就職支

援等の充実を図り、多角的・複合的な学生支援システムを整備する。 

 ２ 研究に関する目標 

 ３ その他の目標 

Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

 １ 組織運営の改善に関する目標 

 ２ 事務等の効率化・合理化に関する目標 

Ⅳ 財務内容の改善に関する目標 

 １ 外部研究資金、寄付金やその他の自己収入の増加に関する目標 

 ２ 経費の抑制に関する目標 

 ３ 資産の運用管理の改善に関する目標 

Ⅴ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 

 １ 評価の充実に関する目標 

 ２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標 
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Ⅵ その他業務運営に関する重要目標 

 １ 施設設備の整備・活用等に関する目標 

 ２ 安全管理に関する目標 

全学的な危機管理体制に基づき、安全管理の啓発を行うともに、情報マネジメント体制に

基づき情報セキュリティを確保・維持する。 

３ 法令遵守に関する目標 
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Ⅰ−3．国立大学法人東京外国語大学中期計画 平成２２年度〜２７年

度（抜粋：保健管理関連事項） 

平成 22 年 3 月 31 日文部科学大臣認可 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置 

（２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

（学生支援のための方策） 

優秀な学生が学業に専念できる条件を整えるため、奨学制度を含めた学生への経済的支

援を拡充するとともに、心身ともに健全で充実した学生生活が送れるよう、心身の保健

に関する医療面での支援を推進する。 

また、学生がその個性と資質を十分に発揮し社会において自己実現を図ることができる

よう、キャリア教育を推進し、就職支援体制を拡充する。 

 ２ 研究に関する目標を達成するための措置 

 ３ その他の目標を達成するための措置 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するために取るべき措置 

 １ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

 ２ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するために取るべき措置 

 １ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

 ２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

 ３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置 

 １ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

 ２ 情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するために取るべき措置 

 １ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置 

 ２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

学生及び職員の安全管理・衛生管理・保健管理、就学・就労環境管理を推進する。 

開かれたキャンパスとして、安全管理に関して、地域及び関連機関との連携を強化す

るとともに、海外での学生、教職員の安全についても配慮を怠らない。 

３ 法令遵守に関する目標を達成するための措置 

VI 予算 

Ⅶ 短期借入金の限度額 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

Ⅸ 剰余金の使途 

Ⅹ その他 

 １ 施設・設備に関する計画 

 ２ 人事に関する計画 

 ３ 中期目標期間を超える債務負担 
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Ⅰ−4．平成 25 年度国立大学法人東京外国語大学年度計画（抜粋：保

健管理関連事項） 

平成 25 年度文部科学大臣届出 

 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１） 教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置 

（２） 教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

（３） 学生への支援に関する目標を達成するための措置 

［学生支援のための方策］ 

◆健康診断事業、短期疾病治療、学生生活に関わる各種相談事業・啓蒙活動を実

施する。 

◆留学生向けの相談体制や留学生を支援する活動の充実を図る。 

 ２ 研究に関する目標を達成するための措置 

 ３ その他の目標を達成するための措置 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 １ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

 ２ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するために取るべき措置 

 １ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

 ２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

 ３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置 

 １ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

 ２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するために取るべき措置 

 １ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置 

 ２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

◆学生及び職員の安全管理のための危機管理委員会、衛生管理・保健管理のため

の衛生委員会、就労等の環境管理のための苦情処理委員会、ハラスメント防止委

員会が個別の事態に応じ適切な措置を講じるとともに、必要な方策についての検

討を行う。また、政府指針等に従い情報セキュリティ対策を実施する。 

 ３ 法令遵守に関する目標を達成するための措置 

Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画 

Ⅶ 短期借入金の限度額 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

Ⅸ 剰余金の使途 

Ⅹ その他 

 １ 施設・設備に関する計画 

 ２ 人事に関する計画 
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Ⅱ．管理運営 

 



Ⅱ−１．国立大学法人東京外国語大学保健管理センター規程 

昭和 47 年 7 月 4 日制定 

改正昭和 53 年 2 月 1 日 

平成 12 年 4 月 1 日 

平成 16 年 4 月 1 日 

平成 21 年 7 月 16 日 

平成 25 年 7 月 5 日 

規則第 142 号 

（趣旨） 

 第１条 この規程は、国立大学法人東京外国語大学学則（以下「学則」という。）第７条第２

項の規定に基づき、国立大学法人東京外国語大学保健管理センター（以下「センター」とい

う。）の管理運営に関して必要な事項を定める。 

（目的） 

 第２条 センターは、厚生のための全学共通施設として、本学の保健管理に関する専門的

業務を行い、もって学生及び職員の健康の保持、増進を図ることを目的とする。 

（業務） 

 第３条 センターにおいては、必要に応じて関係部局の協力を得て、次の業務を行う。 

(1) 保健管理に関する専門的な調査研究 

(2) 保健管理の実施に関する企画立案 

(3) 定期及び臨時の健康診断等による健康評価並びに事後の保健指導と措置 

(4) 心身両面の保健に関する健康相談及び応急処置と短期的投薬 

(5) 学内の環境衛生及び伝染病の予防に関する指導援助 

(6) 保健に関する知識の普及 

(7) 国立大学法人東京外国語大学安全衛生管理規程第９条第１項に定める産業医が、同条

第３項に定める産業医の職務を遂行する際の、産業医に対する協力と支援 

(8) 広義の健康保持増進に関する専門的な調査研究と業務 

（組織） 

 第４条 センターに、次の職員を置く。 

(1) 所長 

(2) 教授 

(3) 准教授又は講師 

(4) 看護師又は保健師 

(5) 事務職員その他必要な職員 

（所長） 

 第５条 センターの所長は、本学の教授をもって充てる。 

２ 所長は、センターを代表し、センターの管理及び運営を掌理する。 

（所長及び教員の選考） 

 第６条 所長及び教員の選考は、第７条に規定する教授会の推薦に基づき、学長が行う。 

２ 所長の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

（教授会） 

 第７条 学則第１１条第１項の規定に基づき設置するセンター教授会は、次条に規定する

保健管理センター運営委員会をもって充てる。 

（保健管理センター運営委員会） 
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 第８条 センターの円滑な運営を図るため、保健管理センター運営委員会(以下｢委員会｣と

いう。）を置く。 

２ 委員会は、センターに関する次の事項を審議する。 

(1) 学内保健管理に関する重要事項 

(2) 所長候補者及び教員の人事に関する事項 

(3) 予算及び決算に関する事項 

(4) センターに関する規程の制定及び改廃に関する事項 

(5) その他業務運営に関する重要事項 

（委員会の組織及び委員の任期） 

 第９条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

(1) 所長 

(2) センターに属する教員 

(3) 学長が指名する副学長 

(4) 大学院総合国際学研究院長 

(5) アジア・アフリカ言語文化研究所長 

(6) 留学生日本語教育センター長 

(7) 附属図書館長 

(8) 大学院総合国際学研究院から選出された専任の教授または准教授３名 

(9) アジア・アフリカ言語文化研究所から選出された専任の教授又は准教授１名 

(10) 留学生日本語教育センターから選出された専任の教授又は准教授１名 

(11) 事務局長 

２ 前項第９号から第１２号に掲げる委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員

を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び委員会の運営） 

 第１０条 委員会に委員長を置き、所長をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を主宰する。 

３ 委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を代行する。 

（委員会の議事） 

 第１１条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

２ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決すると

ころによる。 

３ 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。 

４ 第８条第２項第２号に規定する事項については、事務局長を除き審議する。 

５ 第８条第２項第２号及び第４号に規定する事項については、委員の３分の２以上の出席を

もって成立し、議決は、出席者の３分の２以上の同意を要する。 

（小委員会） 

 第１２条 委員会は、必要に応じ小委員会を置くことができる。 

２ 小委員会は、第９条第１項に規定する委員その他の教職員のうちから、委員会が定める者

をもって組織する。 

３ 小委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 

（事務） 

 第１３条 委員会に関する庶務は、学生課において処理する。 
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（雑則） 

 第１４条 この規程に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、委員会

の議を経て、別に定める。 

 附則 

この規程は、昭和４７年７月４日から施行し、昭和４７年５月１日から適用する。 

 附則 

この規程は、昭和５３年２月１日から施行し、昭和５２年４月１日から適用する。 

 附則 

１ この規程は、平成１２年４月１日から施行する。 

２ この規程施行の際、改正前の規程第８条第１項第４号及び第５号の規定により選出された

委員の任期は、第８条第２項の規定にかかわらず、平成１２年４月３０日までの任期を平成１２

年３月３１日までとする。 

 附則 

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

 附則 

この規程は、平成２１年７月１６日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 

 附則 

この規程は、平成２５年７月５日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 
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Ⅱ−２．国立大学法人東京外国語大学保健管理センター教授会規程 

平成 16 年 4 月 1 日 

規則第 180 号 

 

（趣旨） 

 第１条 この規程は、国立大学法人東京外国語大学学則第１１条第２項の規定に基づき、

東京外国語大学保健管理センター（以下「センター」という）に置く教授会に関し必要な事項

を定める。 

（教授会） 

 第２条 教授会は、国立大学法人東京外国語大学保健管理センター規程(次条において

｢センター規程」という）第８条第１項に規定する保健管理センター運営委員会（次条において

「運営委員会」という）をもって充てる。 

（準用規定） 

 第３条 運営委員会の規定は、教授会について準用する。この場合において、センター規

程第８条第２項、第９条から第１４条までの規定中「委員会」とあるのは「教授会」と、「委員」と

あるのは「専任教員又は兼担教員」と「委員長」とあるのは「議長」と読み替えるものとする。 

 附則 

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 
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Ⅱ−３．国立大学法人東京外国語大学保健管理センター所長候補者選

考規程 

平成 16 年 4 月 1 日 

規則第 186 号 

 

（趣旨） 

 第１条 国立大学法人東京外国語大学保健管理センター所長候補者（以下「所長候補者」

という）の選考は、この規程の定めるところによる。 

（選考の時期） 

 第２条 保健管理センター教授会（以下「教授会」という）は、次の各号の一に該当する場合

に、所長候補者を選考する。 

(1) 所長の任期が満了するとき。 

(2) 所長が辞任を申し出たとき。 

(3) 所長が欠員となったとき。 

（資格） 

 第３条 所長候補者は、本学の専任教授とする。 

（所長候補者の決定） 

 第４条 所長候補者は、教授会の議に基づき、決定する。 

（推薦） 

 第５条 教授会議長は、前条により決定した所長候補者を学長に推薦する。 

（規程の改正） 

 第６条 この規程の改正は、教授会の議を経て役員会の承認を得なければならない。 

 附則 

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 
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Ⅱ−４．個人情報の取り扱いに関わる保健管理センターガイドライン  

2005 年 06 月 08 日  

  

保健管理センター所長  

保健管理センター運営委員会  

  

 保健管理センターが学生・職員等、保健管理センター利用者の個人情報を取り扱う際は、

「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第59号）、「独

立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令」（平成 15 年政令第 549 号）、

又は別に定めるもののほか、このガイドラインの定めるところによる。  

   

１．個人情報に関する利用目的の特定 

 保健管理センターは、取り扱う個人情報の利用目的を特定し、『保健管理センターにおける

個人情報の利用目的について』として、これを公示する。 

２．個人情報の収集 

 保健管理センターは、健康診断、診療、カウンセリング、文部科学省共済組合事業としての

総合的な健康診査（人間ドック）等、各種の活動を通じて個人情報を収集するが、その際、利

用目的につき本人の同意を得るものとする。但し、以下の①〜④においては、例外的にこれ

を必要としない。 

① 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき  

② 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の

権利利益を害するおそれがあるとき  

③ 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又

は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき  

④ 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき  

３．個人情報の利用及び第三者への提供 

 保健管理センターは、あらかじめ本人の同意を得た場合を除き、利用目的の達成に必要な

範囲を超えて、個人情報の利用、又は第三者への提供を行わない。但し、以下の①〜④を

例外とする。 

① 法令に基づく場合  

② 人の生命、身体または財産の保護の為に必要な場合であって、本人の同意を得る事が

困難であるとき  

③ 公衆衛生の向上の為に特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で

あるとき  

④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂

行する事に対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務

の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき  

４．個人情報に関する秘密の保持 

 保健管理センターの全ての職員は、個人情報に関して適正に秘密を保持する。 

５．個人情報の管理 

 保健管理センター所長は、個人情報の漏洩・減失・毀損の防止等、個人情報の安全管理

の為に、人的・組織的・技術的な安全管理措置を厳重に講ずる。 
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Ⅱ−５．保健管理センターにおける個人情報の利用目的について 

  2005 年 06 月 08 日 

   

保健管理センター所長  

保健管理センター運営委員会  

 

 2005 年 4 月 1 日、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」が施行さ

れました。 これまでも保健管理センターにおいては、医療職にとどまらず、全ての健康に関

わる情報取扱者には守秘義務があることに留意し、個人情報の適切な取り扱いに関して万

全の体制をとってきました。  

 加えてこの法律の施行を受け、保健管理センターが健康診断、診療、カウンセリング、文部

科学省共済組合事業としての総合的な健康診査（人間ドック）等、各種の活動を通じて収集

し管理する個人情報の利用目的を、以下の通り特定することにします。  

  

１．学生を対象とした保健管理  

２．保健管理センターに所属する医師が産業医に選任されている場合には、職員を対象とし

た産業衛生管理  

３．外部医療機関との医療連携（医療を目的とした医療機関への紹介・医療機関からの医療

を目的とした照会に対する回答）  

４．健康診断書および健康診断証明書の発行  

５．医療、保健指導、カウンセリングの提供  

６．医療、保健指導、カウンセリングの提供を目的とした家族への病状説明  

７．法令（学校保健法、労働安全衛生法、結核予防法、感染症予防法等）によって義務づけ

られている届け出行為  

８．その他  

・ 保健管理および産業衛生管理に関する資料作成、医学研究、心理学研究  

・ 学生・職員以外の保健管理センター利用者に対する応急的医療の提供  

 

［付記］ 

１．上記事項につき、同意できない場合や疑問点がある場合には、職員に申し出てください。

申し出がない場合には、同意が得られたものとします。  

２．上記事項以外の目的で利用する場合には、別途、個別の了解を取得します。 
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Ⅲ．各種健康診断等事業 

 

 
 



Ⅲ−１．各種健康診断の日程・内容・対象 

健康診断種目 実施日程 健康評価項目 対象者 

入学時健康診断 4 月 3 日 
身体計測・視力・聴力・血圧・尿定性・ 

胸部 X-P（間接撮影）・内科診察 

新学部生・新大学院生 

新編入学部生・研究生 

留学生日本語教育Ｃ学 

春季定期健康診断 4 月 5・8 日 
身体計測・視力・聴力・血圧・尿定性・ 

胸部 X-P（間接撮影）・内科診察 
学部生・大学院生・研究生

入学時健診 

春季健診 

再検査 

4 月 16 日 視力・血圧・尿定性 有所見者 

入学時健診 

春季健診 

個別指導 

4 月 16 日 

以降 
生活指導・学外医療施設受診指導 確定有所見者 

飲酒耐性検査 
5 月 20 日 

～5 月 24 日 
アルコールパッチテスト 希望者 

職員健康診断 6 月 5・6 日 

身体計測・視力･血圧・尿定性・ 

胸部 X-P（直接撮影）・内科診察・心電図・

血液生化学・末梢血液算定・聴力測定 

職員 

職員健診 

個別指導 
7 月上旬 生活指導・学外医療施設受診指導 有所見者 

人間ドック受診者 

個別指導 
7 月上旬 生活指導・学外医療施設受診指導 受診した職員のうち希望者

留学生健康診断 10 月 9 日 

身体計測・視力・聴力・血圧・尿定性・ 

胸部 X-P（間接撮影）・内科診察・ 

血液生化学・心電図・末梢血液算定 

外国人留学生 

秋季健康診断 10 月 9 日 
身体計測・視力・聴力・血圧・尿定性・ 

胸部 X-P（間接撮影）・内科診察 

学部生・大学院生 

研究生の春季健診 

未受診者 

留学生健診 

秋季健診 

再検査 

10 月 15 日 視力・血圧・尿定性 

学部生・大学院生 

研究生の春季健診 

未受診者 

留学生健診 

秋季健診 

個別指導 

10 月下旬 生活指導・学外医療施設受診指導 有所見者 

飲酒耐性検査 
11 月 5 日 

～11 月 8 日 
アルコールパッチテスト 希望者 
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Ⅲ-２.春季定期健康診断・入学時健康診断・秋季定期健康診断（合算）

対象 

平成 25 年度 (平成 24 年度；参考) 

対象者

数 

受診者

数 
受診率

対象者

数 

受診者

数 
受診率

 男子 285 270 94.7％ 301 268 89.0％

学部 1 年 女子 529 518 97.9％ 539 510 94.6％

 小計 814 788 96.8％ 840 778 92.6％

 男子 315 151 47.9％ 293 129 44.0％

学部 2 年 女子 557 377 67.7％ 527 322 61.1％

 小計 872 528 60.6％ 820 451 55.0％

 男子 323 172 53.3％ 320 185 57.8％

学部 3 年 女子 643 438 68.1％ 672 466 69.3％

 小計 966 610 63.1％ 992 651 65.6％

 男子 428 188 43.9％ 413 216 52.3％

学部 4 年 女子 746 495 66.4％ 716 475 66.3％

 小計 1,174 683 58.2％ 1,129 691 61.2％

学部 

合計 

男子 1,351 781 57.8％ 1,327 798 60.1％

女子 2,475 1,828 73.9％ 2,454 1,773 72.2％

合計 3,826 2,609 68.2％ 3,781 2,571 68.0％

大学院 

合計 

男子 207 74 35.7％ 211 81 38.4％

女子 339 140 41.3％ 353 153 43.3％

合計 546 214 39.2％ 564 234 41.5％

留学生日本語 男子 29 29 100.0％ 31 31 100.0％

教育センター 女子 25 25 100.0％ 25 25 100.0％

（学部進学） 合計 54 54 100.0％ 56 56 100.0％

留学生日本語 男子 5 4 80.0％ 7 7 100.0％

教育センター 女子 4 4 100.0％ 1 1 100.0％

(教員研修生等) 小計 9 8 88.9％ 8 8 100.0％

  男子 1,592 888 55.8％ 1,609 950 59.0％

総 計 女子 2,843 1,997 70.2％ 2,862 1981 69.2％

  合計 4,435 2,885 65.1％ 4,471 2931 65.6％
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Ⅲ-３.春季新入学生の健康診断受診状況（Ⅲ−２表の一部抜粋） 

対象 

平成 25 年度 （平成 24 年度；参考） 

対象者

数 

受診者

数 
受診率

対象者

数 

受診者

数 
受診率

学部 

新１年 

男子 274 264 96.4％ 290 262 90.3％

女子 516 499 96.7％ 514 502 97.7％

小計 790 763 96.6％ 804 764 95.0％

大学院 

新１年 

男子 62 48 77.4％ 52 46 88.5％

女子 102 88 86.3％ 116 90 77.6％

小計 164 136 82.9％ 168 136 81.0％

留学生日本語 男子 29 29 100.0％ 31 31 100.0％

教育センター 女子 25 25 100.0％ 25 25 100.0％

（学部進学） 小計 54 54 100.0％ 56 56 100.0％

留学生日本語 男子 5 4 80.0％ 7 7 100.0％

教育センター 女子 4 4 100.0％ 1 1 100.0％

(教員研修生等) 小計 9 8 88.9％ 8 8 100.0％

  男子 370 345 93.2％ 380 346 91.1％

総 計 女子 647 616 95.2％ 656 618 94.2％

  総計 1017 961 94.5％ 1036 964 93.1％

 
 

Ⅲ−４．外国人留学生健康診断 

対象 

平成 25 年度 （平成 24 年度；参考） 

対象者

数 

受診者

数 
受診率

対象者

数 

受診者

数 
受診率

学部・大学院 

留学生 

男子 198 55 27.8％ 160 44 27.5％

女子 403 115 28.5％ 341 106 31.1％

小計 601 170 28.3％ 501 150 29.9％

留学生日本語 男子 29 29 100.0％ 29 29 100.0％

教育センター 女子 25 25 100.0％ 25 25 100.0％

（学部進学） 小計 54 54 100.0％ 54 54 100.0％

留学生日本語 男子 5 5 100.0％ 4 4 100.0％

教育センター 女子 3 3 100.0％ 4 4 100.0％

(教員研修生等) 小計 8 8 100.0％ 8 8 100.0％

総  計 

男子 232 89 38.4％ 193 77 39.9％

女子 431 143 33.2％ 370 135 36.5％

総計 663 232 35.0％ 563 212 37.7％
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Ⅲ−５．職員健康診断・人間ドック 

対象 

平成 25 年度 （平成 24 年度；参考） 

対象 

者数 

受診者数 

受診率
対象 

者数 

受診者数 

受診率職員 

健診 

人間

ドック

職員 

健診 

人間 

ドック 

教 員 

男 171 84 34 69.0％ 181 96 55 83.4％

女 90 53 21 82.2％ 82 50 23 89.0％

小計 261 137 55 73.6％ 263 146 78 85.2％

事務

員 

男 91 69 16 93.4％ 91 66 20 94.5％

女 82 69 5 90.2％ 80 72 6 97.5％

小計 173 138 21 91.9％ 171 138 26 95.9％

総 計 

男 262 153 50 77.5％ 272 162 75 87.1％

女 172 122 26 86.0％ 162 122 29 93.2％

計 434 275 76 80.9％ 434 284 104 89.4％

 

 

Ⅲ−６．健康診断証明書発行 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計

平成 25 年度 367 971 345 282 97 123 138 94 88 168 259 591 3523

(平成 24 年度) 235 748 469 385 175 115 189 89 88 148 339 479 3459
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Ⅳ．プライマリケアおよびカウンセリング等事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅳ−１．プライマリケア・内科・応急措置・保健指導（学生利用者数）  

【疾患別統計】 

上気道炎 305

他呼吸器疾患 31

胃炎・腸炎 50

他消化器疾患 24

高血圧症 11

他循環器疾患 20

頭痛 15

他神経疾患 14

ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患 4

腎尿路疾患 16

糖尿病・高脂血症・代謝疾患 4

貧血 4

他血液疾患 5

創傷・外科疾患 174

整外疾患 79

皮膚科疾患 44

耳鼻科疾患 17

眼科疾患 9

生理痛 14

他婦人科疾患 3

不眠 7

他精神疾患 3

歯口腔疾患 4

身体保健相談 274

内科精神相談 144

紹介状作成 338

休養室使用 146

臨床検査等 630

総 計 2389

 

【月別統計】 

  4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月  

総 計 432 328 365 335 41 59  

        

  10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

総 計 230 204 123 132 120 20 2389 
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Ⅳ−２．プライマリケア・内科・応急措置・保健指導（職員利用者数） 

【疾患別統計】 

上気道炎 43

他呼吸器疾患 10

胃炎・腸炎 11

他消化器疾患 29

高血圧症 3

他循環器疾患 8

頭痛 7

他神経疾患 0

ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患 2

腎尿路疾患 1

糖尿病・高脂血症・代謝疾患 5

貧血 0

他血液疾患 1

創傷・外科疾患 11

整外疾患 26

皮膚科疾患 4

耳鼻科疾患 2

眼科疾患 3

生理痛 0

他婦人科疾患 2

不眠 2

他精神疾患 1

歯口腔疾患 0

身体保健相談 57

内科精神相談 69

紹介状作成 92

休養室使用 67

臨床検査等 70

総 計 526

 

【月別統計】 

  4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月  

総 計 38 42 56 142 18 27  

        

  10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

総 計 34 34 27 37 30 41 526 
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Ⅳ−３．カウンセリング・精神神経科相談・コミュニケーションサポート 

【カウンセリング利用者総数】 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

来 室 39 57 66 92 23 29 70 71 68 76 71 33 695

電 話 1 4 0 3 0 1 3 2 1 2 1 0 18

合 計 40 61 66 95 23 30 73 73 69 78 72 33 713

 

【カウンセリング新規利用者数】 

 計 

学部 

1 年 

男 6 

女 8 

学部 

2 年 

男 3 

女 11 

学部 

3 年 

男 0 

女 6 

学部 

4 年 

男 2 

女 14 

大学院 
男 0 

女 6 

合 計 56 

 

【カウンセリング相談内容分類（人数）】 

 計 

幻聴・妄想の問題 3

抑うつ状態 11

摂食に関する問題 2

パーソナリティに関する問題 2

身体症状に関する問題 9

適応に関する問題 

対人関係 8

学習 4

進路 9

その他 4

その他 4

総 計 56

 

【精神神経科診療利用者数(月１回実施)】 

【コミュニケーションサポート利用者数(月１回実施)】 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計

精神神経科 2 0 2 2 1 0 1 2 3 3  1 18

コミュニケーション S 2 6 6 6 3 5 6 4 5 5 5 6 59
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Ⅳ−４．外国人留学生カウンセリング 

【外国人留学生カウンセリング利用者総数(週 1 回実施)】 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

来 室 3 5 7 4 0 0 9 7 4 5 9 0 53

電話・ﾒｰﾙ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

合 計 3 5 7 4 0 0 9 8 4 5 9 0 54
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Ⅴ．各種教育啓蒙事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Ⅴ−１．各種教育啓蒙事業の日程・目的・内容・対象 

事業種目 実施日程 タイトル・目的・内容 対象者 

アルコールパッチテスト(1) 5 月 20 日〜24 日
エタノール耐性を個別に判定し、 

全学生/全職員
適正な飲酒行動修得を支援 

アルコールパッチテスト(2) 11 月 5 日〜8 日
エタノール耐性を個別に判定し、 

全学生/全職員
適正な飲酒行動修得を支援 

学部講義 後期開講 「性格心理学」 学部学生 

ホームページ 稼働 
保健管理センター活動に関する各種案内と 

全学生/全職員
広報；自己学習資料の提供 

オンライン相談室 稼働 
面談カウンセリングへの導入を目的とした 

全学生/全職員
学内 LAN による心理相談 

ほけせん便り ９回発行 
保健管理センター活動に関する各種案内・広報と 

全学生/全職員
自己学習資料の提供 

 

Ⅴ−２．アルコール（エタノール）パッチテスト 

 平成２５年度 （平成２４年度：参考） 

第１回 第２回 第１回 第２回 

学生参加者数 22 9 28 15

職員参加者数 0 0 0 0

合計参加者数 31 43

 

Ⅴ−３．学部講義 

 平成２５年度 （平成２４年度：参考） 

受講者数 76 108
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Ⅴ−４．保健管理センターホームページ・オンライン相談室概要 

【http://www.tufs.ac.jp/common/is/hoken/right.html】 

第１層 第２層 第３層 

保健管理センターは 

どんなところ？ 

保健管理センター概要 記 事 

中・長期的運営方針 記 事 

保健管理センタースタッフ紹介 記 事 

施設・設備紹介 記 事 

保健管理センターｰ研究者要覧 記 事 

保健管理センターを 

利用するには 

利用日・利用時間案内 記 事 

投薬に関する基本ポリシー 記 事 

健康診断証明書の発行案内 記 事 

保健管理センターの 

年間行事に参加しよう 

入学時健康診断 記 事 

春季定期健康診断 記 事 

秋季健康診断 記 事 

留学生健康診断 記 事 

職員健康診断 記 事 

アルコールパッチテスト 記 事 

オンライン相談室 

オンライン相談室とは？ 記 事 

オンライン相談室利用にあたっての注意事項 記 事 

オンライン相談の申し込み メール機能 

個人情報の取扱につい

て 

個人情報の取り扱いに関わる保健管理センターガイドライ

ン 
記 事 

保健管理センターにおける個人情報の利用目的について 記 事 

新着情報 ほけせん便り新規発行分 記 事 

保健情報 up to date ほけせん便り抜粋等 記 事 

 

Ⅴ−５．オンライン相談室利用実績（件数） 

  4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計

平成 25 年度 2 1 0 3 0 3 3 1 0 2 2 4 21

(平成 24 年度) 5 0 1 0 3 0 3 1 1 2 2 1 19
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Ⅴ−６．「ほけせん」便り発行概要 

第 135 号 皆さん本学の学生支援体制」についてご存知ですか 

第 136 号 風疹の大流行が加速しています 免疫を持たない人はワクチン接種を 

第 137 号 新しいタイプの鳥インフルエンザによる人への感染が中国で発生しています 

第 138 号 熱中症に注意しましょう 

第 139 号 秋季定期健康診断のお知らせ 

第 140 号 インフルエンザ、かからない！うつさない！ 

第 141 号 「ノロウイルスによる感染症胃腸炎」予防の基本は手洗いと食品の加熱 

第 142 号 春季健康診断のお知らせ 

第 143 号 入学時健康診断のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京外国語大学保健管理センター 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

PHONE    042-330-5188  042-330-5435 

FAX      042-330-5188 

東京外国語大学ホームページアドレス  http://www.tufs.ac.jp/ 

保健管理センターホームページアドレス http://www.tufs.ac.jp/hoken/ 
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